
事務総局会議資料第3
（2月18日開催）

機密性2

令和7会計年度における協議会等開催計画（下半期分）
(中央協議会等）

1

番
号 種別 開催時期 会期 開催方法 協議事項 協議員等

所管局
課

総人員

1 高裁事務局長事務打合せ 10月 1日 参集（※） 司法行政上の諸問題 高裁事務局長 総務局

2 高裁総携課長等事祷孑｣合せ 10月 1日 参集（※） 総務事務全般の連絡協議 高裁総務課長及び文書企画官 総務局

3 人事事務打合せ（高裁人事課長） 10月 2日 参集（※） 人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は

同課課長補佐のうちいずれか1人
人事局

4 経理事務打合せ（高裁会計課長） 10月 2日 参集（※） 経理行政事務全般の連絡協議 1 高裁会計課長及び同管理課長
2高裁会計課企画官、

補佐又は同課専門官のう
か1人

同課課長

ちいずれ

経理局

5 民事執行事件及び倒産事件担当裁
判官等事務打合せ

10月 1日 リモート （ウェ

ブ会議）
法改正等を踏まえた民事執行事件及び倒産事件
の運用上考慮すべき事項について

1各地裁の執行・倒産担当の裁
判官各1人（執行事件と倒産事件
の担当者が異なる場合は2人でも

可。 ）
2各地裁の次席書記官、総括主
任書記官又は主任書記官のうちい
ずれか1人（執行事件と倒産事件
の担当者が異なる場合は2人でも

可。 ）
3各地裁の総括執行官各1人

民事局

6 人事担当課長等協議会 10月～12月 1日 リモート （ウェ

ブ会議）

人事事務全般に関する諸問題 1各高裁の人事課長及び人事課
課長補佐等
2各地裁及び各家裁の人事担当
課長等
※高裁単位で一部合同開催予定

人事局

7 高裁首席書記官事務打合せ 11月 1日 参集（※） 書記官事務全般の連絡協議 高裁の民事首席書記官及び刑事首
席書記官

総務局

8 高裁長官事務打合せ 11月 2日 参集（※） 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局

9 経理関係等事務打合せ（高裁事務
局次長）

1月 1日 ﾘモート （ウェ

ブ会議）

経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局

10 人事事務打合せ（高裁人事課長） 2月 1日 ﾘモート （ウェ

ブ会議）

人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は
同課課長補佐のうちいずれか1人

人事局

11 高裁長官事務打合せ 2月 1日 参集（※） 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局

12 経理事務打合せ（高裁会計課長） 2月 1日 ﾘモート （ウェ
ブ会議）

経理行政事務全般の連絡協議 1 高裁会計課長及び同管理課長
2高裁会計課企画官、
補佐又は同課専門官のう
か1人

同課課長
ちいずれ

経理局



※原則参集とする。ただし、事情の変更により、 リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。

2

番
号 種別 開催時期 会期 開催方法 協議事項 協議員等

所管局
課

総人員

13 民事事件担当裁判官等事務打合せ
2

2月 1日 ﾘモート （ウェ

ブ会議）
民事訴訟法改正を踏まえた更なる運営改善につ
いて

追って調整

(柔軟で、かつ多数の傍聴も可能
な形式とする予定）

民事局



令和7会計年度における協議会等開催計画（下半期分）
ブロック協議会等）

原則参集とする。ただし、事情の変更により、 リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。

3

番
号 種別 開催時期 会期 開催方法 協議事項 協議員等 開催地

所管局
→ 課

総人員

1 調停運営協議会及び調停委員表彰
式

各高裁で決定

(10月～12月）

1日 適宜の方法（主
催庁で選択可）

1 民事・家事調停の運営に関し考慮すべき事
項

2高裁長官表彰

各地裁及び家裁管内の調停協会に

おいて指導的地位にある調停委員
各高裁 民事局

家庭局
各高裁で決定

2 簡易裁判所刑事事件担当裁判官協

議会

10月～12月 0． 5日 リモート （ウェ

ブ会議）

1刑事事件の運用に関し考慮すべき事項

2その他

刑事事件担当の簡裁裁判官及び開
催地所在の地裁裁判官

(合同開催） 4高裁で開催
(開催地は未定）

刑事局 各高裁で決定

3 知的財産権訴訟研究会 原則として10月～
2月

0． 5日 適宜の方法（主

催庁で選択可）

知的財産権訴訟について考慮すべき実務上の諸

問題

知財高裁の裁判官並びに大阪高

裁、東京及び大阪各地裁の知的財
産権関係事件を担当する裁判官

(注）主催は知財高裁

東京高裁
(知財高裁）

行政局 約20人

4 知的財産権関係事件担当専門委員
実務研究会

原則として10月～
2月

0． 5日 適宜の方法（主
催庁で選択可）

知的財産権関係事件における専門委員の関与の
在り方

1 知財高裁の裁判官並びに東京

及び大阪各地裁の知的財産権関係
事件を担当する裁判官

2知的財産権関係事件を担当す
る専門委員（知的財産権関係事件
に関与したことがある者及び本研

究会への出席を希望する者に限
る）

(注）主催は知財高裁

東京高裁
(知財高裁）

行政局 知財高裁で決

定

5 首席書記官等協議会 1月～2月 1日 参集（※） 書記官事務について、首席書記官として考慮す
べき事項等

高地家裁の首席書記官及び地家裁
の裁判官（具体的な対象範囲は未
定）

各高裁所在地から開催地を
選定予定（一部合同開催）

総務局 未定

6 刑事事件担当裁判官等協議会 1月～2月 1日 リモート （ウェ

ブ会議）

1裁判員裁判の運用上の課題

2その他刑事事件の処理に関し考慮すべき事
項

刑事事件担当の高裁・地裁の裁判

官及び書記官

(合同開催） 2高裁で開催

(開催地は未定）
刑事局 各高裁で決定

7 首席家庭裁判所調査官協議会 1月～2月 1日 リモート （ウェ

ブ会議）
首席家裁調査官の執務及び家裁調査官の調査事
務等に関し考慮すべき事項

首席家裁調査官 (合同開催） 4高裁で開催

(開催地は未定）
家庭局

8 冬季李~庁7二二コ…や』巨守画嘩＝ 1月～2月 1日 リモート （ウェ

ブ会議）

琢畢争汗リノ連用_ヒリノ語向煙1 高裁管内の家裁において家事事件
を担当する裁判官、書記官及び家

裁調査官

(合同開催） 4高裁で開催
(開催地は未定）

家庭局 各高裁で決定

9 新任司法委員研修会 各地裁で決定

(1月～3月）

0． 5日 適宜の方法（主

催庁で選択可）

司法委員としての職務につき必要な基礎的知識

の習得

新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

10 新任参与員研修会 各家裁で決定
(1月～3月）

1日～2

日

適宜の方法（主
催庁で選択可）

家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につき必
要な基礎的知識の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与

員
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定



令和7会計年度における協議会等開催計画（上半期分）
(中央協議会等）

｜ ”催嶬” ’開催時期番
号

協議事項 協議員等 所管局課 総人員会期 開催方法種別

調停制度の在り方に関し考慮すべき事項 民事調停委員、家事調停委員 民事局
家庭局

約100人リモート（ウェ
ブ会議）

調停委員協議会 5月 1日1

人事行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 人事局リモート（ウェ

ブ会議）
人事関係等事務打合せ（高裁事務
局次長）

5月 1日2

参集（※） 高裁の所在地を管轄する家裁の首席家裁調査官
が行う調整事務に関し考慮すべき事項

高裁の所在地を管轄する家裁の首
席家裁調査官

家庭局首席家庭裁判所調査官事務打合せ 5月 1日3

1 1

高裁長官、地裁・家裁所長参集（※） 当面の司法行政上の諸問題 総務局長官、所長会同 6月 2日4

l家裁の部総括裁判官又は上席
裁判官のいずれか1人（事件の種

別ごとに担当者が異なる場合は複
数人でも可。 ）

2家裁の首席書記官、次席書記
官、総括主任書記官又は主任書記
官のうちいずれか1人（事件の種
別ごとに担当者が異なる場合は複
数人でも可。 ）

リモート（ウェ
ブ会議）

家事事件の運用に関する連絡協議 家庭局家事関係中央協議会（裁判官等） 7月 1日5

改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則の解釈と
運用

1各地裁の民事事件を担当する

部総括裁判官及び右陪席裁判官
各1人

2各地裁の（民事）首席書記
官、次席書記官又は主任書記官
1人
3各高裁の民事事件を担当する

裁判官及び民事首席書記官各1
人

民事局リモート（ウェ
ブ会議）

民事事件担当裁判官等事務打合せ
1

7月 1日6

改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則の解釈と
運用

1各地裁本庁の所在地にある簡

裁の裁判官1人
2各地裁本庁の所在地にある簡
裁の主任書記官1人

民事局リモート （ウェ

ブ会議）
簡易裁判所民事事件担当裁判官等
事務打合せ

7月（6と同日開

催）

0 5日

～1日

7

経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長参集（※） 経理局経理関係等事務打合せ｡ （高裁事務
局次長）

9月 2日8

人事管理上の諸問題 高裁の事務局次長及び人事課長、

地・家裁の事務局次長
※高裁単位で一部合同開催予定

人事局 約130人リモート （ウェ
ブ会議）

人事管理協議会 9月 1日9

※原則参集とする。ただし、事情の変更により、 リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。

4



令和7会計年度における協議会等開催計画（上半期分）
（ブロック協議会等）

誉｜ 穂”
1 1労働審判昌研修今

種別

労働審判員研修会

協議員等 所管局課 総人員開催方法 協議事項 開催地開催時期 会期

労働審判事件の処理に必要な基礎的知識の習得 行政局 各地裁で決定参集（※） 新任労働審判員 各地裁各地裁で決定（原則
として4月～6月）

1日

民事局 各地裁で決定適宜の方法（主
催庁で選択可）

民事調停事件の処理に必要な基礎的知識の習得 新任民事調停委員 各地裁新任民事調停委員研修会 各地裁で決定(原則
として4月～7月）

2日２
’
３
’
４

家事調停事件の処理につき必要な基礎知識の習
得

新任家事調停委員又はこれに準ず
る家事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定新任家事調停委員研修会 適宜の方法（主
催庁で選択可）

各家裁で決定（原則
として4月～7月）

1日～2

日

家裁の裁判官及び書記官、家裁調
査官、福祉関係、医療関係、その
他協議事項に関連する機関・団体
の職員の中から、各家裁の実情等
を考慮して選定(一時保護状に関
する事項について協議する場合に
は、地簡裁の職員が協議員となる
ことも差し支えない。 ）

各家裁で決定 家庭局 各家裁で決定家事関係機関との連絡協議会 各家裁で決定
（4月～翌年3月）

適宜の方法（主
催庁で選択可）

家事事件の処理に関して連絡調整を要する事項1日～

2日

ロ

ﾛ ■ ﾛ

少年事件の処理に関して連絡調整を要する事項 家裁の裁判官及び書記官、家裁調
査官、保護関係、教育関係及び警
察関係、その他協議事項に関連す
る機関・団体の職員の中から、各
家裁の実情等を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で決定少年関係機関との連絡協議会 各家裁で決定
（4月～翌年3月）

適宜の方法（主
催庁で選択可）

1日～

2日

5

総務、人事及び経理事務の処理に関し考慮すべ
き事項

高裁の事務局次長、総務課長、人
事課長及び会計課長、地家裁の事
務局長

広島・高松、仙台・札幌は

2高裁合同で開催し、東
京、大阪、名古屋、福岡は
高裁単位で開催

人事局

経理局
総務局

事務局長協議会 6月～7月 リモート （ウェ
ロ

ブ会議）

1日6

東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地裁
で決定

鑑定委員協議会 開催する地裁で決定
（6月～12月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

借地非訟事件の処理に関し考慮すべき事項 東京、大阪各地裁 民事局1日７
ｌ
８
ｌ
９
ｌ
ｍ
－
ｕ

簡裁の裁判官及び書記官、民事調
停委員、司法委員

適宜の方法（主
催庁で選択可）

簡裁の調停制度及び司法委員制度の運用に関し
実務上考慮すべき事項

各地裁 民事局 各地裁で決定民事運営改善研究会 各地裁で決定

（6月～翌年3月）
1日～

2日

各地裁で決定民事調停委員研究会 適宜の方法（主
催庁で選択可）

民事調停事件の処理につき必要な応用的知識及
び技術の習得

民事調停委員 各地裁 民事局各地裁で決定
（6月～翌年3月）

1日～

2日

各地裁で決定適宜の方法（主
催庁で選択可）

民事調停事件の処理につき事例研究の方法によ
る実践的な知識及び技術の習得

民事調停委員 各地裁 民事局民事調停委員ケース研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3月）

1日～

2日

司法委員としての職務につき必要な実践的知識
及び技能の習得

司法委員 各地裁 各地裁で決定各地裁で決定
（6月～翌年3月）

適宜の方法（主
催庁で選択可）

民事局司法委員研究会 1日～

2日

参集（※） 犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏まえ、犯

罪被害者等の置かれた立場、状況等に関する理
解を深めるための意見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部
有識者等並びに高裁、同高裁管内
の地裁、家裁の裁判官及び被害者
対応をする可能性のある職員（高
裁管内の各地家裁から最低限裁判
官その他の職員各1人に参加して
もらう予定）

各高裁 刑事局
家庭局

各高裁で決定犯罪被害者等の置かれた立場、状
況等に関する理解を深めるための
研究会

各高裁で決定
（6月～翌年3月）

0． 5日12

保護観察の実情について
その他

刑事事件担当の地裁の裁判官、書
記官及び保護観察所の職員

各地裁 各地裁で決定各地裁で決定
（6月～翌年3月）

参集（※） 刑事局保護観察に関する連絡協議会 0 5日 １
２

13

家事調停事件の処理につき必要な専門的知識の
習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部適宜の方法（主
催庁で選択可）

家庭局 各家裁で決定家事調停委員研究会 各家裁で決定
（6月～翌年3月）

1日～2

日

14

適宜の方法（主
催庁で選択可）

家事調停事件の処理につき事例研究の方法によ
る必要な知識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部家事調停委員ケース研究会 各家裁で決定
（6月～翌年3月）

家庭局 各家裁で決定1日～2

日

15

家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官、家裁調
査官、家事調停委員、参与員

各家裁の本庁又は支部家事運営改善研究会 各家裁で決定
（6月～翌年3月）

適宜の方法（主
催庁で選択可）

家庭局 各家裁で決定1日～2

日
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番
号
一
Ⅳ

協議員等 所管局課 総人員開催方法 協議事項 開催地会期種別 開催時期

家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につき必
要な専門的知識の習得

参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定適宜の方法（主
催庁で選択可）

各家裁で決定
（6月～翌年3月）

参与員研究会 1日～2

日

学識経験者並びに地裁の裁判官及
び書記官

各地裁 刑事局 各地裁で決定参集（※） 刑事事件の鑑定を巡る諸問題各地裁で決定
（7月～翌年3月）

刑事鑑定研究会 0． 5日18

精神保健判定医及び精神保健参与
員候補者並びに地裁の裁判官及び
書記官

医療観察事件の処理上問題となる事項及び実体
的な判断の在り方に関して考慮すべき事項

各地裁 刑事局 各地裁で決定参集（※）心神喪失者等医療観察法関係研究
協議会

各地裁で決定
（7月～翌年3月）

0． 5日19

通訳人候補者となることを希望
し、かつ、対象言語の通訳人とし
ての適性を備えていると認められ
る者又は通訳人候補者並びに地裁
の裁判官及び書記官

各地裁 各高地裁で決
定

法廷通訳経験のない又は少ない初級レベルの通
訳人候補者等を対象とした法廷通訳に必要な知
識・技能の習得

刑事局
民事局
行政局
家庭局

参集（※)‐各高地裁で決定
（7月～翌年3月）

0 5日法廷通訳基礎研修20

中級レベルの通訳人候補者を対象とした法廷通
訳に必要な知識・技能の習得

通訳人候補者並びに高裁及び開催
地の地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑事局

民事局
行政局
家庭局

各高裁で決定リモート（ウェ
ブ会議）

各高裁で決定
（7月～翌年3月）

法廷通訳セミナー 1日21

上級レベルの通訳人候補者を対象とした法廷通
訳に必要な知識・技能の習得

通訳人候補者並びに東京、大阪各
高裁及び東京、大阪各地裁の裁判
官及び書記官

東京、大阪各地裁 刑事局
民事局
行政局
家庭局

各高裁で決定リモート （ウェ

ブ会議）
法廷通訳フォローアップセミナー 各高裁で決定

（7月～翌年3月）

1日22

1 1 。I ｡

検察審査会事務局事務について必要な知識の取
得及び実務上の諸問題の検討

地裁本庁所在地の検察審査会（複

数の検察審査会が設腫されている
場合には、第一検察審査会)の事
務局長

'(一部合同開催）
3～4高裁で開催（開催地
は未定）

刑事局参集（※）検察審査会事務局長研究会 9月､～11月 0． 5日23

労働審判事件の処理に必要な専門的知識の習得 労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で決定参集（※）各地裁で決定

（原則として9月～
12月）

労働審判員研究会 1日24

倒産事件の管財業務等の処理に関し考慮すべき
事項

破産事件の破産管財人、民事再生
事件の監督委員及び個人再生委
員、会社更生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で決定参集（※）各地裁で決定
（9月～翌年3月）

管財人等協議会 1日25

■ 『

※原則参集とする。ただし、事情の変更により、 リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。
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